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・妊婦・乳幼児健
康相談（P17）

・法律、消費生活、
教育相談（P22）

・教育相談（P22）
・資源・不燃ごみ
回収【日吉・南
条・白浜】（P23）

・資源・不燃ごみ
回収【東陽】（P23）

・資源 ･不燃 ･有
害ごみ回収【横
芝地域】（P23）

・行政、心配ごと、
法律、消費生活、
教育相談（P22）
・成人健康相談
（P17）

・教育相談（P22） ・サポステ出張相
談会（P22）

・休日納税相談
（P22）

・法律、消費生活、
教育相談（P22）

・教育相談（P22）
・資源・不燃ごみ
回収【日吉・南
条・白浜】（P23）

・資源・不燃ごみ
回収【東陽】（P23）

・住宅相談（P22） ・資源 ･不燃 ･有
害ごみ回収【横
芝地域】（P23）

・行政、心配ごと、
法律、消費生活
相談（P22）

・ハローワーク千葉
出張相談（P22）

・暮らしのお悩み
相談会（P22）

・休日納税相談
（P22）

・消費生活、教育
相談（P22）

・教育相談（P22）

・法律、消費生活、
教育相談（P22）
・資源 ･不燃ごみ
回収【日吉 ･南
条】（P23）

・教育相談（P22）
・資源 ･不燃ごみ
回収【白浜】（P23）

・休日納税相談
（P22）

・資源 ･不燃 ･有
害ごみ回収【横
芝地域】（P23）

・行政、心配ごと、
消費生活、教育
相談（P22）
・資源 ･不燃ごみ
回収【東陽（宮
川）】（P23）

・教育相談（P22）
・資源 ･不燃ごみ
回収【東陽（谷
中・目篠・上原・
原方）】（P23）

収集日の午前 8時30分までに指定場所
へ出してください。
※ 山武郡市環境衛生組合の袋以外は回
収しません。

3月31日まで
収集日の午前 8時までに指定場所へ出
してください。

4月1日から
収集日の午前 8時30分までに指定場所
へ出してください。

4月1日からごみの収集日が変わります。

可燃ごみ
毎週 月・木曜日
資源・不燃・有害ごみ
毎月 第 2・第 4月曜日

可燃ごみ
毎週 火・金曜日
資源・不燃ごみ
日吉・南条・白浜地区
毎月 3日・17日
東陽地区
毎月 4日・18日

可燃ごみ
毎週 月・木曜日
資源・不燃ごみ
日吉・南条地区
毎月 第1・第3火曜日
白浜地区
毎月 第1・第3水曜日
東陽地区（宮川）
毎月 第2・第4火曜日
東陽地区（谷中・目篠・上原・原方）
毎月 第2・第4水曜日問環境防災課環境班　☎84－1216

大総・横芝・上堺地区 日吉・南条・東陽・白浜地区
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ごみの出し方ごみの出し方 ◎3月1日～4月17日までの収集予定　※土日祝日も回収します

2021.3.123


